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学生に対し、面接試験による大学院入試も設けられている（学内進学者選抜試験）。 

 以上のように、本研究科における学生の受け入れについては、大学基準協会からその定員充足率に

ついての助言を踏まえて、制度の改善措置が講じられ、多様な入試制度が導入された。こうした入試

制度の改善措置が意図した効果をもたらすかどうかについて、今後、注意深く点検していく必要があ

る。とくに本学法学部から大学院への進学状況については、2003年度・2004年度・2005年度のデータ

をみるかぎり、本学大学院へはそれぞれ５名・11名・10名であるのに対し、他大学院へはそれぞれ19

名・10名・22名となっている（その進学した大学院がどのような大学院なのかは明確ではないが、お

そらくかなりの学生の進学先は法務研究科ではないかと推定される）（「大学基礎データ」表８）。これ

からすると、本学法学部の学生に対して、本研究科への進学する学生を増やすための方策を検討する

と同時に、他大学院へ進学する学生をいかにして本研究科への進学へ引きつけるかといった現実的対

応策も検討する必要があるかもしれない。 

 他方、ビジネス法務専攻の入試は主として社会人を対象として３回に分けて行われている。この場

合の社会人は、大学卒業者またはそれに準ずる者で、社会人経験が３年以上ある者または３年以上の

社会人経験があると自任する者とし、また、社会人に該当しない者であってもビジネス法務専攻の研

究教育の趣旨を十分に理解できる者も含めて、その対象を広くしている。試験は、第１次試験は書類

審査で行い、その合格者に対し第２次試験として面接試験を課している。 

 以上のように、本研究科の各専攻の趣旨を踏まえてそれに相応しい学生の入学を図るべく、入試方

法に工夫と多様化がはかられ、また、大学院での学修意欲のある社会人に広くその機会を与えるため

に社会人の範囲を広くする工夫がなされている。こうした入試方法はその意味では適切なものといえ

る。さらに、2007年度入学者選抜より、本学の学部卒業見込みの成績優秀な学生のみならず、他大学

の同様の学生に対しても、学部の成績がG.P.A.2.8以上であれば、面接試験による大学院入試の対象と

したことは、開かれた公的学術機関としての大学院の制度趣旨からして適正な措置といえる。ただ、

大学院の入試が多様化して入試制度が複雑化すれば、混乱を生じたり公正さに問題が生じかねないの

で、その効果を慎重に見極めながら、大学院入試制度をより公正で簡素なものに改善を図って行くこ

とが課題となる。 

 

 

7-4 教員組織 

 

 Ａ群・大学院研究科の理念･目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係における当該大学

院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

 Ｂ群・研究支援職員の充実度 

 Ｂ群・「研究者」と研究支援職員との間の連携･協力関係の適切性 

 Ｃ群・ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切

性 

 Ａ群・大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準･手続の内容とその運用の適切性 

 

 本研究科における教育研究の目標を実現するためにはそれに相応しい教員組織が必要とされる。

2006年度における本学研究科の教員組織について、教授・助教授の構成、分野別構成、についてみれ
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ば、それは次の通りである（「大学基礎データ」表19）。 

教員構成 

 教授 助教授 合計 

私法専攻  5  1  6 

公法専攻 10  3 13 

ビジネス法務専攻  6  2  8 

計 21  6 27 

 

 専門分野別の教員の人数は、私法・公法専攻の場合には公法（憲法・行政法・税法）６、刑事法３、

私法３、商法・経済法５、裁判法２、国際公法・国際私法１、知財２、社会法２、基礎法・外国法３

という構成になっている。私法・公法専攻における兼任教員の担当科目は「教育法」「法社会学」「西

洋法史学」「中国法」「現代法研究Ⅱ」である。ビジネス法務専攻においては、各コンテンツ科目を担

当する兼任教員は、37名（他大学教員２名、実務家教員35名）である（『大学院要覧〔文・経済・法・

経営・国際政治経済学研究科〕』）。実務家教員の大多数は、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタ

ント等であるが、企業の役員経験者も含まれている。 

 このような大学院の教員構成を通してみた場合に、私法・公法専攻とビジネス法務専攻とではその

教育目的の違いによって教員構成に大きな違いがみられる。とくにビジネス法務専攻の場合には多様

な実務家教員が講義を担当しているところにその大きな特徴がある。こうした専攻の違いによる教員

構成の特徴はその教育目的からして適切なものといえる。もちろん、私法・公法専攻においても研究

者志望以外の学生については、その目的からしてカリキュラムが不十分であるように見えるが、この

点は、私法・公法専攻の科目とビジネス法務専攻の科目は相互に履修が可能であるので、問題とする

必要はない。なお、法学研究科以外の他の研究科の科目についても一定の単位の範囲で相互に履修す

ることが認められていることも適切である。 

 本研究科の私法・公法専攻の場合には、研究者養成を目的としていることから、各専門分野の教員

がバランスよく配置されることが必要になる。しかし、法務研究科の開設の影響から民法を中心とし

た私法分野がやや手薄な状態にあるといえる。これに対して、ビジネス法務専攻の場合には、高度の

実務的応用的領域の教育については必要に応じて各専門的法領域の専門家を兼任教員として採用し教

育を行うとしても、人事労務法務、知財法務、税法務の3分野の基本的・基礎的な科目については、各

専門領域のコースの性格や特色を堅持する観点からいえば、少なくとも複数の専任教員が分担するこ

とが望ましい。 

 教員組織に関しては、本研究科が組織的には学部に基礎をおく大学院研究科として設置されている

ため、教員組織は制度的には法学部の教員組織に基礎をおき、これに依存する形になっているが、ビ

ジネス法務専攻の場合のように大学院課程に相対的に独立性をもたせて拡充・発展させようとした場

合にはそこの限界が生ずることになる。また、特定法分野の大学院コースを充実させていく方向をと

った場合には、研究者養成を掲げる私法・公法専攻における専門分野のバランスがとれた教員組織の

要請と矛盾することが起こりうるであろう。これらの教員組織に関する問題は、本学における大学院

の位置づけと将来のあり方に深くかかわっており、全学的問題でもある。 

 こうした教員の教育研究を支援するための制度については、教育補助員（Teaching Assistant）は、

法学部の制度としては存在するが大学院独自の制度としては存在しない。本研究科には正式のリサー

チアシスタント制度は存在しない。 

 「青山学院大学大学院学則」によると、大学院の教育や研究指導は原則として本大学院研究科教員
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資格を有する教授及び助教授が担当する（「同学則」27条２項、59条１項）、と定められているので、

学部担当教員のうち教授及び助教授が本研究科の教員となる。したがって、本研究科には大学院専任

の教員は存在しない。このような本研究科の教員組織のあり方からして、その募集・任免・昇格に関

する基準・手続きは学部のそれと同一である。また、教員の採用手続きや昇格等の手続きは学部教授

会で進められ、教員の任免等の手続きも同様に行われる（その概要は法学部の「6-4 教員組織」を参

照されたい）。それらの基準や手続きは適正に規定されており、またその運用も適正・公平に行われて

いると評価できる。 

 

 

7-5 研究活動と研究環境 

 （この項目は、法学部と法学研究科の状況を併せて記述することとする。） 

 

 Ｂ群・教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 

 Ａ群・論文等研究成果の発表状況 

 Ｃ群・国内外の学会での活動状況 

 Ａ群・附置研究所とこれを設置する大学･大学院との関係 

 Ｃ群・科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

 

 研究活動は一般にいずれの学術研究機関における教員や研究員に共通する要素の１つである。大学

の場合には、大学院の教員であれ学部の教員であれ、教育と並んで要求される要素の１つである。本

研究科・法学部の場合にも、この点はもちろん同様である。 

 具体的には本研究科・法学部における教員の採用、教員の昇進等の基準として研究活動とその成果

が大きな要素を占めている。また、本研究科では、学部教員のうち助教授に昇格または採用された教

員が本研究科の教育を担当することとされているが、このことは、一定の専門的な研究活動とその成

果の裏打ちを要求しているとみることができる（「大学院研究科教員の資格認定細則」）。 

 本研究科及び法学部の教員の研究活動については、その直接的な成果は通例、著書論文等や学会発

表に反映していると考えられる。そこで、昨年度の資料になるが、2001年度から2005年度の分につい

て単純にこれを数量的にみると、著書・論文等の総数は179点でそのうち47点が著書となっている。ま

た学会発表の件数は41件となっている。これらについて、法律・政治学専門教員についてみると、著

書論文等の合計は157点（うち著書は43点）であり、学会発表は38件である。専門教員数21名（2005

年度学部所属法律・政治学専門教員数）であるから、平均すると教員１人あたり約７点（２点）であ

り、また、学会発表は約２回弱となる（「大学基礎データ」表24）。 

 また、学外からの研究費の取得状況については、2001年度から2005年度にかけて科学研究費補助、

その他の研究費で法学部・法学研究科教員が代表者となったものや分担したものの延べ件数は30件程

度であるが、そのうち本学部教員が中心となって獲得した件数は約半分の件数である。 

 もちろんこうした数量的見方には限界があるし、教員の中には研究業績の報告が完璧になされてい

ない場合もあり、また、研究業績の点数や学会発表の件数は個々の教員によって大きな差があること

も事実である。しかしそれでも、こうした事実によって最小限の研究活動の実態の一端を知ることが

できる。 




